






「指定自動車整備事業事務取扱要領」の一部改正（新旧対照表） 

新 旧 
指定自動車整備事業事務取扱要領 

達第４０号 

平成１４年８月２０日 

改正 達第１２号 

平成１８年３月３１日 

改正 達第２０号 

平成１９年３月３０日 

改正 達第１３号 

平成１９年８月 ８日 

改正 達第 １号 

平成２０年５月 ７日 

改正 達第 ２号 

平成２３年４月１４日 

改正 達第 ２号 

平成２６年７月２９日 

改正 達第 ２号 

平成３１年４月５日 

改正 達第１２号 

令和２年３月３０日 

 

第１条～第４条 （略） 

 

（対象自動車の種類の指定等） 

第５条 指定整備事業における対象とする自動車の種類の指定は、当該自動車

指定自動車整備事業事務取扱要領 
達第４０号 

平成１４年８月２０日 

改正 達第１２号 

平成１８年３月３１日 

改正 達第２０号 

平成１９年３月３０日 

改正 達第１３号 

平成１９年８月 ８日 

改正 達第 １号 

平成２０年５月 ７日 

改正 達第 ２号 

平成２３年４月１４日 

改正 達第 ２号 

平成２６年７月２９日 

改正 達第 ２号 

平成３１年４月５日 

 

 

 

第 1 条～第４条 （略） 

 

（対象自動車の種類の指定等） 

第５条 指定整備事業における対象とする自動車の種類の指定は、当該自動車



特定整備事業場が認証の際に指定された対象自動車の種類の範囲内であり、か

つ当該事業場が使用することとなる指定規則第２条の自動車検査用機械器具

によって検査を行うことが可能な範囲内のものとする。 

 ただし、工員数が４名の場合にあっては、大型特殊自動車を含む車両総重量

８トン以上、最大積載量５トン以上又は乗車定員３０人以上の車両を対象自動

車の種類としないものとする。 

２ 業務の範囲の限定は、当該自動車特定整備事業場が認証の際に限定された

範囲内のものとする。 

 

第６条～第９条 （略） 

 

（添付書面の省略） 

第１０条 第８条第１項第１号及び第２号に係る変更届を自動車特定整備事

業の認証に係る変更届と同時に行う場合には、重複する添付書面の提出数を１

通とすることができるものとする。 

 

第１１条、第１２条 （略） 

 

 附  則  

（略） 

附  則 

本達は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

分解整備事業場が認証の際に指定された対象自動車の種類の範囲内であり、か

つ当該事業場が使用することとなる指定規則第２条の自動車検査用機械器具

によって検査を行うことが可能な範囲内のものとする。 

 ただし、工員数が４名の場合にあっては、大型特殊自動車を含む車両総重量

８トン以上、最大積載量５トン以上又は乗車定員３０人以上の車両を対象自動

車の種類としないものとする。 

２ 業務の範囲の限定は、当該自動車分解整備事業場が認証の際に限定された

範囲内のものとする。 

 

第６条～第９条 （略） 

 

（添付書面の省略） 

第１０条 第８条第１項第１号及び第２号に係る変更届を自動車分解整備事

業の認証に係る変更届と同時に行う場合には、重複する添付書面の提出数を１

通とすることができるものとする。 

 

第１１条、第１２条 （略） 

 

 附  則  

（略） 

 
 
 
 
 
 
 



第１号様式 

 

第１号様式 

    
    
 



 

 

   

 

 
    



  

 

 
 



      

   

 

   

 

 
 
  
   



第２号様式 

   

 

第２号様式 

  
 



 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 



第３号様式 
 

  

第３号様式 
 
 

    



第４号様式 

 

 

第４号様式 

 

   
 



 

 

 
 

 

 



第５号様式 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５号様式 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第６号様式 

 
 

第６号様式 

  
  



第７号様式 

  

第７号様式 

 

 
 
 


